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年
金
を
受
給
す
る
た
め

　
　
　
　

の
資
格
期
間
は･･･

　
　
　

　
　
　
　

年
金
を
受
け
る
た
め
に

　
　
　
　

は
、
国
民
年
金
保
険
料

　
　
　
　

の
納
付
済
期
間
（
保
険

料
の
免
除
期
間
等
を
含
む
）
や
厚

生
年
金
の
加
入
期
間
な
ど
の
合
計

が
、
25
年
（
３
０
０
月
）
以
上
必

要
と
な
り
ま
す
。
保
険
料
の
納
付

期
間
な
ど
が
不
明
な
場
合
は
、
早

め
に
確
認
し
て
受
給
資
格
が
得
ら

れ
る
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

　

60
歳
に
達
し
た
時
の
納
付
期
間

な
ど
の
合
計
が
、
25
年
に
満
た
な

い
場
合
に
は
次
の
よ
う
な
制
度
が

あ
り
ま
す
。

・
資
格
取
得
が
目
的
の

　
　
　
　
　

高
齢
任
意
加
入

　

60
歳
か
ら
65
歳
ま
で
任
意
加
入

し
て
、
年
金
受
給
権
を
取
得
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
れ
で
も
受

給
権
を
得
ら
れ
な
い
人
は
、
65
歳

か
ら
70
歳
ま
で
の
間
、
特
例
で
任

意
加
入
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

（
特
例
は
、
昭
和
40
年
４
月
１
日
以

前
に
生
ま
れ
た
人
が
対
象
で
す
。）

　

任
意
加
入
は
、
実
際
に
申
し
込

み
を
し
た
月
か
ら
納
付
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。
た
だ
し
、
免
除
は

受
け
ら
れ
ま
せ
ん
。

　
　
　
　

年
金
額
を
増
や
す
制
度

　
　
　
　

が
あ
る
そ
う
で
す
が･･･

　
　
　
　

次
の
制
度
が
あ
り
ま
す
。

　
　
　
　

・
付
加
年
金

　

国
民
年
金
の
第
１
号
被
保
険
者

（
自
営
業
・
学
生
な
ど
）
は
、
毎

月
の
国
民
年
金
保
険
料
に
月
額

４
０
０
円
の
付
加
保
険
料
を
上
乗

せ
し
て
納
め
る
こ
と
で
、
将
来
、

老
齢
基
礎
年
金
と
併
せ
て
付
加
年

金
を
受
給
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

付
加
年
金
の
受
給
金
額
は
、
付
加

年
金
を
納
め
た
月
数
に
２
０
０
円

を
乗
じ
た
金
額
で
す
。

・
増
額
目
的
の
高
齢
任
意
加
入

　

60
歳
以
上
で
、
受
給
資
格
期
間

は
満
た
し
て
い
て
も
、
加
入
し
た

期
間
の
短
い
人
は
、
年
金
額
が
少

な
く
な
る
た
め
、
60
歳
か
ら
65
歳

の
間
、
国
民
年
金
に
任
意
加
入
し

て
納
付
を
続
け
る
こ
と
で
、
年
金

額
を
増
や
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
　
　
　

年
金
を
65
歳
よ
り
早
く

　
　
　
　

（
ま
た
は
遅
く
）
受
給

　
　
　
　

し
た
い
の
で
す
が･･･

　　
　
　
　

老
齢
基
礎
年
金
の
受
給

　
　
　
　

開
始
年
齢
は
、
原
則
と

　
　
　
　

し
て
65
歳
で
す
。
し
か

し
、
60
歳
以
降
で
、
65
歳
に
な
る

前
に
希
望
し
て
請
求
す
れ
ば
、
請

求
時
の
年
齢
に
応
じ
て
減
額
さ
れ

た
年
金
を
受
け
取
る
こ
と
も
で
き

ま
す
。
こ
れ
を
、
繰
り
上
げ
支
給

と
い
い
ま
す
。
た
だ
し
、
次
の
点

に
注
意
し
て
請
求
は
慎
重
に
行
っ

て
く
だ
さ
い
。

①
年
金
額
は
請
求
の
時
期
に
応
じ

　

て
減
額
さ
れ
、
支
給
率
は
生
涯

　

変
わ
り
ま
せ
ん
。

②
請
求
し
た
翌
月
分
か
ら
の
支
給

　

と
な
り
ま
す
。（
さ
か
の
ぼ
っ
て

　

支
給
さ
れ
ま
せ
ん
。）

③
65
歳
ま
で
は
遺
族
厚
生
年
金
と

　

同
時
に
は
受
け
ら
れ
ま
せ
ん
。

④
請
求
後
、
障
害
の
状
態
に
な
っ

　

て
も
障
害
基
礎
年
金
は
受
け
ら

　

れ
ま
せ
ん
。

⑤
請
求
後
、
夫
が
死
亡
し
て
も
、

　

寡か

ふ婦
年
金
は
受
け
ら
れ
ま
せ
ん
。

⑥
請
求
後
、
受
給
す
る
前
に
死
亡

　

し
て
も
遺
族
が
寡
婦
年
金
や
死

　

亡
一
時
金
な
ど
の
給
付
を
受
け

　

る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

⑦
繰
り
上
げ
請
求
を
し
た
後
に
、

　

請
求
の
取
り
消
し
、
変
更
は
で

　

き
ま
せ
ん
。

　

ま
た
、
66
歳
以
降
に
希
望
し
て

請
求
す
れ
ば
、
請
求
時
の
年
齢
に

応
じ
て
増
額
さ
れ
た
年
金
を
受
け

と
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
れ
を

繰
り
下
げ
支
給
と
い
い
ま
す
。

　

な
お
、
こ
の
場
合
も
請
求
後
の

支
給
率
は
生
涯
変
わ
り
ま
せ
ん
。

Q

Q

Q

A

A

A

「
年
金
受
給
」
Ｑ
＆
Ａ

　

年
金
額
を
増
や
す
方
法
な
ど

   11 月は「ねんきん月間」です ･･･　あなたの年金は大丈夫ですか？

年金についての信頼が揺らいでいますが、確実な収入源である国民年金や厚生年金などの公的年金は、老後の

生活設計になくてはならないものです。こんなときだからこそ、自分の年金についてしっかりと確認しましょう。

　年末調整や確定申告には　　　　　年末調整や確定申告には　　　　　

　「社会保険料控除証明書」が必要です　「社会保険料控除証明書」が必要です

　９月30日㈫までに国民年金保険料の
納付をした人には、社会保険庁から
「社会保険料控除証明書」が11月中に
送付されます。また、10月１日㈬以降
にはじめて納付した人には、来年２月
初旬に送られます。

＜お問い合わせ・再交付受付＞
控除証明書専用ダイヤル
☎０５７０－０７０－１１７
ＩＰ電話☎０３－６７４８－８８８２
｛11月４日㈫から平成21年３月13日㈮
　までの平日、午前９時から午後５時
　まで｝

正しい知識でしっかりチェックを！正しい知識でしっかりチェックを！正しい知識でしっかりチェックを！正しい知識でしっかりチェックを！
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「
ね
ん
き
ん
特
別
便
」
Ｑ
＆
Ａ

　

未
着
の
人
は
お
問
い
合
わ
せ
を

　
　
　
　

「
ね
ん
き
ん
特
別
便
」

　
　
　
　

が
届
き
ま
せ
ん
。

　
　
　
　

「
ね
ん
き
ん
特
別
便
」

　
　
　
　

は
、
昨
年
12
月
か
ら
今

　
　
　
　

年
の
10
月
を
め
ど
に
、

す
べ
て
の
年
金
受
給
者
・
現
役
加

入
者
を
対
象
に
送
付
さ
れ
て
い
ま

す
。

　

社
会
保
険
庁
で
登
録
し
て
い
る

住
所
と
現
在
の
住
所
が
異
な
っ
て

い
る
場
合
等
が
考
え
ら
れ
ま
す
の

で
、
社
会
保
険
事
務
所
へ
確
認
し

て
く
だ
さ
い
。

　
　
　
　

記
録
が
合
っ
て
い
る
か

　
　
　
　

ど
う
か
よ
く
わ
か
ら
な

　
　
　
　

い
の
で
す
が･･･

　
　
　
　

　
　
　
　

ま
ず
は
勤
め
て
い
た
会

　
　
　
　

社
、
勤
務
期
間
な
ど
を

　
　
　
　

書
き
出
し
て
、
自
分
史

を
作
っ
て
み
ま
し
ょ
う
。

　
「
ね
ん
き
ん
特
別
便
」
と
照
ら

し
合
わ
せ
て
み
る
と
、
記
録
の
漏

れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
見
つ
か
る
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。
ま
た
、
記
録
が

漏
れ
て
い
る
可
能
性
が
高
い
人
と

は
次
の
よ
う
な
人
で
す
。

①
住
所
が
変
わ
っ
た
。

②
転
職
を
し
た
、
転
職
が
多
い
、

　

脱
サ
ラ
し
た
。

③
結
婚
し
て
性
が
変
わ
る
前
に
、

　

会
社
に
勤
め
て
い
た
。

④
転
職
を
し
な
く
て
も
、
転
勤
や

　

出
向
を
し
た
。

⑤
勤
め
て
い
た
会
社
が
「
閉
鎖
」

　
「
倒
産
」「
合
併
」「
社
名
変
更
」

　

し
た
こ
と
が
あ
る
。

　　
　
　
　

結
婚
す
る
前
に
勤
め
て

　
　
　
　

い
た
記
録
が
載
っ
て
い

　
　
　
　

ま
せ
ん
。

　
　
　
　

　
　
　
　

平
成
８
年
12
月
以
前
に

　
　
　
　

旧
姓
で
年
金
に
加
入
し

　
　
　
　

て
い
た
人
は
、
記
録
が

統
合
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
あ
り

ま
す
。
統
合
す
る
手
続
き
が
必
要

で
す
の
で
、
社
会
保
険
事
務
所
ま

た
は
「
ね
ん
き
ん
特
別
便
専
用
ダ

イ
ヤ
ル
」
へ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　
　
　
　

年
金
手
帳
に
は
国
民
年

　
　
　
　

金
の
取
得
は
昭
和
35
年

　
　
　
　

10
月
か
ら
と
な
っ
て
い

る
の
に
、「
ね
ん
き
ん
特
別
便
」
の

お
知
ら
せ
に
は
、
昭
和
36
年
４
月

と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
　
　

　
　
　
　

国
民
年
金
制
度
は
、
昭

　
　
　
　

和
35
年
10
月
か
ら
始
ま

　
　
　
　

り
ま
し
た
が
、
実
際
に

保
険
料
の
徴
収
が
開
始
さ
れ
た
の

は
、昭
和
36
年
４
月
か
ら
だ
っ
た
た

め
で
す
。

　
　
　
　

「
年
金
加
入
記
録
照
会

　
　
　
　

票
」
で
調
査
依
頼
し
た

　
　
　
　

結
果
に
つ
い
て
納
得
で

き
ま
せ
ん
。

　　
　
　
　

本
人
の
立
場
に
立
っ
て

　
　
　
　

公
正
に
判
断
を
行
う「
年

　
　
　
　

金
記
録
確
認
第
三
者
委

員
会
」
に
申
し
立
て
を
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。
窓
口
は
社
会
保
険

事
務
所
で
す
。

　
　
　
　

夫
が
会
社
員
で
、
夫
の

　
　
　
　

扶
養
に
な
っ
て
い
た
期

　
　
　
　

間
が
空
白
で
す･･･

　
　
　
　

第
３
号
被
保
険
者
（
サ

　
　
　
　

ラ
リ
ー
マ
ン
の
妻
な
ど
）

　
　
　
　

の
制
度
が
で
き
た
の
は
、

昭
和
61
年
４
月
で
す
。
こ
の
制
度

が
で
き
る
ま
で
は
、
厚
生
年
金
、

共
済
年
金
加
入
者
の
被
扶
養
配
偶

者
の
国
民
年
金
へ
の
加
入
は
任
意

で
し
た
。
し
た
が
っ
て
任
意
加
入

の
手
続
き
を
し
て
い
な
い
人
は
未

加
入
期
間
と
な
り
ま
す
。

そ
の
他
の
ポ
イ
ン
ト

・
照
会
結
果
の
回
答
や
、
訂
正
さ

　

れ
た
記
録
が
年
金
額
に
反
映
さ

　

れ
る
ま
で
、
現
在
、
お
よ
そ
半

　

年
か
ら
１
年
か
か
っ
て
い
ま
す
。

・
特
別
便
へ
の
回
答
後
、
間
違
い

　

（
漏
れ
）
に
気
づ
い
た
ら
、
専

　

用
ダ
イ
ヤ
ル
等
へ
ご
連
絡
を
。

QA

Q

QQ

A

AA

QQ A

A

　今年の４月から毎月第１・第３木曜日に、市役
所１階の待合スペースで実施している社会保険労
務士による「ねんきん特別便」無料相談は、11月
20日㈭で終了します。通常の年金相談は、毎月第
２木曜日の午後１時から４時まで、引き続き行っ
ていますのでご利用ください。

お問い合わせはこちらまで

◆　ねんきん特別便専用ダイヤル（年金記録照
　　会の相談も含む）
　　☎ 0570-058-555（ＩＰ電話・ＰＨＳの場合は
　　☎ 03-6700-1144）
◆　ねんきんダイヤル（年金相談全般）
　　☎ 0570-05-1165（ＩＰ電話・ＰＨＳの場合は
　　☎ 03-6700-1165）
◆　熊谷社会保険事務所（国民年金に関する相談）
　　☎ 048-522-5158

◇　市民課年金保険係
　　☎ 25-1114
　　総合支所市民課年金保険係
　　☎ 72-1331（内線 334）

☆　市役所では、本人に代わっての電話照会や
　　照会結果の説明、社会保険事務所への照会
　　申出書等の取次ぎ、本庄市への国民年金保
　　険料の納付確認等を行っています。（年金手
　　帳を持って、窓口にお越しください。）

※相談の際は、基礎年金番号が必要になります。
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